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共通的到達目標モデル案：刑事訴訟実務の基礎

＜前提＞ 刑事実務基礎科目の共通的到達目標策定の目的

＜共通的到達目標－各論－＞

第１章 手続追行能力に関する共通的到達目標

１－１ 捜査手続

１－２ 起訴前弁護

１－３ 被疑者（被告人）の身柄拘束手続

１－４ 公訴提起・追行及び審判対象を巡る問題

１－５ 公判前整理手続

１－６ 公判審理及び証拠・証拠調べ手続

第２章 実体形成能力に関する共通的到達目標

＜前提＞ 刑事実務基礎科目の共通的到達目標策定の目的

法科大学院における教育の目的は実務との架橋を意識した法理論教育にあ

り，法律基本科目群と実務基礎科目群の役割分担は，前者が法律知識及び法的

推論能力等の修得を目的とするのに対し，後者は法律基本科目で修得した理論

的な理解を，モデル教材で示される典型的な事例における実務的対応を念頭に

おき，裁判官，検察官，弁護人の視点をも盛り込んだ教育をすることを通じて，

より深めることを目的とする。

＜共通的到達目標－各論－＞

第１章 手続追行能力に関する共通的到達目標

１－１ 捜査手続

○任意捜査の意義・要件及びその限界を理解し，具体的事例において，任意捜

査の要否及び可否を選択し，その選択の理由を説明することができる。

○被疑者及び参考人の取調べについて，手続及び留意すべき点を理解し，説明

することができる（被疑者の身柄拘束手続については下記１－３）。

○捜索・差押え，鑑定，検証等の意義・要件を理解し，具体的事例において，

強制捜査の要否及び可否を選択し，その選択の理由を説明することができる。

１－２ 起訴前弁護

○弁護方針の立案・決定のため，被疑者及び関係者から聴取するなど調査を必

要とする重要な事項を，具体的事例において説明できる。
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○被疑者との接見交通権の意義と重要性を理解し，具体的事例において，接見

指定の要件の充足の有無を踏まえ，接見交通が制限された場合の対応方法に

ついて説明することができる。

１－３ 被疑者（被告人）の身柄拘束手続

○被疑者（被告人）の身柄拘束（逮捕，勾留，接見禁止等）手続について，具

体的事例において，それぞれの立場からの法的対応を検討し，検討内容を説

明することができる。

○身柄拘束中の被疑者（被告人）の身柄拘束からの解放手続（準抗告，抗告，

勾留取消請求，保釈等）を，具体的事例において検討し，検討内容を説明す

ることができる。

１－４ 公訴提起・追行及び審判対象を巡る問題

○具体的事例において，起訴又は不起訴の判断のために重要な事項を説明する

ことができる。

○公訴の維持・追行及び防禦・弾劾のため，訴訟当事者の立場から，具体的事

例において，証拠に基づき構成すべき主張を考察し，説明することができる。

○訴訟における訴因の役割・意義を理解し，説明することができる。

○訴因に対する求釈明の役割・意義を理解し，具体的事例において，訴因に対

する求釈明の要否及び可否を選択し，その選択の理由を説明することができ

る。

○公訴事実の同一性の意義・機能を理解し，具体的事例において，訴因変更の

要否及び可否，訴因変更命令の要否及び可否を選択し，その選択の理由を説

明することができる。

１－５ 公判前整理手続

○通常の刑事訴訟手続と裁判員裁判制度による手続及び公判前整理手続に付さ

れた事件の手続の相違を理解し，説明することができる。

○公判前整理手続が，被告人の防御権に配慮しながら効率的で迅速な証拠調べ

を実現するための事前準備手続であることの立法趣旨を理解し，説明するこ

とができる。

○争点を明示し，争点及び証拠を整理することの重要性を，具体的事例におい

て理解している。

○公判前整理手続において行われる各種手続（証明予定事実記載書面の提出・

送付，証拠開示，証拠請求等）を理解し，具体的事例において，それぞれの

立場からの法的対応を考察し，その内容を説明することができる。
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１－６ 公判審理及び証拠・証拠調べ手続

○冒頭手続の役割・意義を理解し，説明することができる。

○証拠調べ手続に関して，冒頭陳述の意義を理解し，説明することができる。

○証拠の類型に応じて証拠能力が与えられる要件を理解し，具体的事例におい

て，その証拠の取調べのために必要な訴訟活動（立証趣旨の説明，証拠意見

のあり方，証拠採否の判断等），証拠の取調べ方法を理解し，説明すること

ができる。

○証人尋問における罪体（直接事実，間接事実）立証，信用性の補強・弾劾，

書証の証拠能力獲得といった具体的目的に照らし，具体的事例において，尋

問すべき事項について考察することができる。

○交互尋問のルールを定めた法令の根拠を理解し，具体的事例において，交互

尋問のルールに基づいた尋問方法及び異議申立について，説明することがで

きる。

○被害者に対する配慮（被告人の権利保護との調整），被害者参加等の証人尋

問におけるその他の配慮について考察することができる。

第２章 実体形成能力に関する共通的到達目標

○刑事司法における証拠裁判主義及び主要事実の挙証責任が検察官にあること

（「疑わしきは被告人の利益に」）の意義を理解し，説明することができる。

○事実認定に関する基本的概念（要証事実と間接事実，直接証拠と間接証拠，

証拠の信用性と証拠の証明力，実質証拠と補助証拠等）を理解している。

○事実認定における証拠の構造（事実認定の骨組み）の重要性を理解し，具体

的事例において，その内容を説明することができる。

以上


